
令和8年度　全国安全週間を迎えて

三重労働局長

渡　辺　　　聡

　一般社団法人三重労働基準協会連合会並びに各地
区労働基準協会の皆様方におかれましては、日頃か
ら労働行政の推進につきまして、格別の御支援・御
協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、本年も６月を準備期間として、７月１日か
ら７日まで全国安全週間が実施されます。
　全国安全週間は、「人命尊重」を基本理念に、産
業界における自主的な労働災害防止活動を推進し、
安全意識の高揚と安全活動の定着を図ることを目的
として、長年にわたり継続して実施されてきた取組
です。
　この間、労使が協調して労働災害防止対策に取り
組まれてきた結果、令和７年の三重県内における労
働災害による死亡者数は、対前年比８人減少し、過
去最少の７人となりました。
　一方、休業４日以上の死傷者数は、対前年比６人
増の2,349人となり、５年連続の増加となっていま
す。令和３年以降、死傷者数は増加傾向が続いてお
り、労働災害防止に向けた取組の一層の強化が求め
られます。

　特に、高年齢労働者の増加等を背景として、転倒
や腰痛など、作業行動に起因する死傷災害は依然と
して増加傾向にあります。
　また、令和７年に発生した死亡災害を見ると、墜
落・転落に限らず、物の崩壊・倒壊、交通事故、激
突されなど、様々な類型の災害が発生しています。
　このため、作業内容や職場環境等に応じた的確な
労働災害防止対策を講じることが不可欠となってい
ます。
　このような状況の下、計画年次４年目となる「第
14次労働災害防止計画」（令和５年度～令和９年
度）に基づき、労使一丸となった取組が重要です。
　そこで、令和８年度は

『多様な人材  全員参加  みんなで育てる安全職場』

のスローガンの下、全国安全週間の趣旨を踏まえた
取組を推進します。
　三重労働局では、「三重労働局第14次労働災害
防止計画」を着実に推進するとともに、死亡災害
ゼロ及び死傷災害2,000人未満の達成を目標とする
「令和８年死亡災害ゼロ・アンダー2,000みえ推進
運動」を標語である「あせるな　いそぐな　おこ
たるな」を掲げて展開しています。
　会員の皆様方におかれましては、本週間を契機
として、労働災害防止活動の重要性を改めてご認
識いただき、多様な人材が参加した安全で安心な
職場づくりに、より一層取り組まれますようお願
い申し上げます。
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三重県内の労働災害発生状況
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全国安全週間全国安全週間令和8年度（第99回）令和8年度（第99回）
期間：7月1日～7日（準備期間 6月1日～6月30日）

　全国安全週間は、産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を
図ることを目的として実施しています。
本年度は、
　　　　　　　　　　『 多様な人材　全員参加　みんなで育てる安全職場 』
のスローガンの下、実施されます。
　事業者、労働者はもちろん、作業に従事するすべての人が労働災害防止のための基本ルールを徹底し、一丸となっ
て労働災害防止に取り組むことが求められるところです。
　全国安全週間を契機に、職場における労働災害防止活動の重要性を再確認し、多様な人材が全員参加して安全な職
場作りを進めていきましょう。

●【主唱者】厚生労働省、中央労働災害防止協会
●【協賛者】建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、
　　　　　　林業・木材製造業労働災害防止協会
●【協力者】関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、労働組合、経営者団体
●【実施者】各事業場
　〇【実施者が準備期間中及び全国安全週間に実施する事項】
　安全文化を醸成するため、各事業場では、全国安全週間及び準備期間を利用し、次の事項を実施する。
　（１）安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び安全意識の高揚
　（２）安全パトロールによる職場の総点検の実施
　（３）安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホームページ等を通じた自社の
　　　安全活動等の社会への発信
　（４）労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族への協力の呼びかけ
　（５）緊急時の措置に係る必要な訓練の実施
　（６）「安全の日」の設定の他、準備期間及び全国安全週間にふさわしい行事の実施
　〇【実施者が継続的に実施する事項】
　全国安全週間における取組をより効果的にするためにも、事業者は、準備期間及び全国安全週間以外についても、
　以下の事項を継続的に実施する。
　（１）安全衛生活動の推進
　（２）業種の特性に応じた労働災害防止対策
　（３）業種横断的な労働災害防止対策

令和
７年

令和
８年

資料出所：三重労働局「死亡災害速報」及び「労働者死傷病報告」
　　　　（新型コロナウイルス感染症を除く）

6月12日速報

※「全国安全週間実施要綱」はこちらから   ☞

労 基 み え

全国安全週間実施要綱検 索
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墜落災害防止強調月間墜落災害防止強調月間
令和8年度令和8年度

　「墜落・転落」による労働災害は、建設業に関わらず、運輸業のほか、様々業種で多発し、他の労
働災害に比べて被災による重篤度が高くなっています。
　三重労働局・各労働基準監督署では、７月と12月を「墜落災害防止強調月間」と定め、墜落災害防
止の取組を推進しています。
　作業に応じた「墜落によるリスクの低減措置」を図りましょう。

　足場からの墜落災害は、墜落防止措置の不備、労働者の不安全行動や無理な姿勢による作業、床材や手すり等
の緊結不備により発生しています。

労 基 み え

１　足場、屋根等からの墜落・転落災害の防止

　はしご、脚立や階段における災害は、移動中の足の滑り・踏み外しにより発生しています。
　その他、はしご脚部の滑り、脚立上においてバランスを崩すことによる災害も発生しています。過去の災害事
例を見ますと死亡災害も発生しています。
　はしごや脚立の使用の前に、床面の広いローリングタワー（移動式足場）や作業台等の使用を検討しましょう。

２　はしご、脚立や階段からの墜落・転落災害の防止

　荷役作業における墜落災害は、荷台作業中の足の滑り、つまずき、体勢を崩すことや、降車時のステップの踏
み外し等により発生しています。その他、荷の固定中に固定具が外れた反動で墜落する災害も発生しています。

３　荷役作業時における墜落・転落災害の防止

令和6年、令和7年に発生した墜落による死亡災害事例　

業　種 災害発生状況被災者の
職種・年齢 発生時期

被災者は、地上約３ｍのトラック荷台上で荷積み作業中、荷台上から地面に
墜落した。

被災者は、ハンディ型の掃除機を使用し階段の清掃作業中、階段を転落した。

道路貨物運送業

ビルメンテナンス業

その他の建設業

小売業

運転者・50代

清掃員・70代

はつり工・40代
はつり工・30代

販売員50代

令和6年1月

令和6年4月

令和6年4月

令和7年6月

被災者らは、足場の作業床上で作業中、作業によって生じた堆積物により
作業床が崩壊し、底部まで墜落したもの。

作業者が行方不明となり、その後事業場外部の用水路の溝に倒れているとこ
ろを発見された。

0

100

200

300

400

500
人

336（3）
391（2） 409 （3）

140

65

78 （2）

53 （1）

138

90

88 （1）

75 （1）

160（2）

96

89

64 （1）

製造業

墜落災害発生状況の推移（休業4日以上の死傷者数）

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
※（　 ）の数値、死亡災害を内数で示したもの

389（4）

147（1）

94（1）

78（2）

70

令和7年

建設業

運送業
（貨物取扱含む）

その他の業種
合計

あせるなあせるな いそぐないそぐな おこたるなおこたるな
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熱中症を防ぎましょう！
STOP！熱中症　クールワークキャンペーン

取組期間：5月1日～9月30日
STOP！熱中症　クールワークキャンペーン

取組期間：5月1日～9月30日

令和 8年 7月 1日第 212号

　三重県内における職場での熱中症による死傷者数は、令和６年に27人となり高い水準となりましたが、令和７年
は23人と４人減少しました。しかしながら、依然として多くの死傷者が発生している状況であり、引き続き警戒が
必要です。三重労働局では、労働災害防止団体との連携のもと、職場における熱中症の予防のため「STOP！熱中
症 クールワークキャンペーン」を展開しています。

【令和8年度重点】
● 暑さ指数（WBGT）の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施すること
● 熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の
　 実施手順の作成」、「関係者への周知」を行うこと
● 糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者への医師等の意見を踏まえた配慮

「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に沿って以下の措置を講じましょう。

・衛生委員会等を活用し労働者の理解と協力を得る
・各種管理者等の選任と役割
　衛生管理者等を中心に熱中症予防対策を検討
・作業手順・作業計画の策定
・報告体制の整備及び手順等の作成並びに周知

１　労働衛生管理体制の確立
・WBGTの低減
　発熱体との間に遮へい物の設置する等
・休憩場所の整備等
　休憩設備は、作業従事者が速やかに利用できる場
所に設置することが望ましいこと

２　作業環境管理

・健康診断結果に基づく対応　
・日常の健康管理・休憩場所の整備等
　休憩設備は、作業従事者が速やかに利用できる場
所に設置することが望ましいこと。

４　健康管理

・簡易な教材でも繰り返し参照することが望ましい
こと。
・熱中症予防管理者、職長等向け教育、作業従事者
向け教育をそれぞれ実施すること。

５　労働衛生教育

・熱中症が疑われる症状が現れた場合は、直ちに作
業を離れ、涼しい場所で身体を冷やし、水分・塩
分の摂取等の救急処置を行うこと。

６　異常時の措置

・いわゆる「スポットワーク」を利用する労働者も対象となること
・注文者や作業場所管理事業者による配慮　・労働者と異なる場所で就業する個人事業者等への配慮

７　その他

・作業時間の短縮等　
　作業の休止時間や休憩時間の管理
・暑熱順化
　計画的に暑熱順化期間を設けること
・プレクーリング
　作業開始前に深部体温を下げ、作業中の体温上昇
を抑制すること
・水分および塩分の摂取
　作業前後および作業中の定期的な摂取を行うこと
・服装による身体冷却
　透湿性・通気性の良い服、冷却機能を有する服を
着用すること
・作業中の巡視
　高温多湿作業場所では頻繁に健康状態を確認する
こと

３　作業管理

学ぼう！備えよう！職場の仲間を守ろう！
職場における熱中症予防情報

働く人の今すぐ使える熱中症ガイド



⑸

　労働保険に関する申請や届出は、書面での手続きではなく「電子申請」をご利用いた
だくことでインターネットを経由して『カンタン・便利に』手続きできます。
　「e-Gov」サイトにアクセスし、24時間いつでも申請や届出ができます。

労 基 み え

労働保険の手続きは電子申請をご利用ください労働保険の手続きは電子申請をご利用ください

　労働保険（労災保険・雇用保険）の令和７年度確定保険料と令和８年度概算

保険料の申告・納付は、令和８年７月10日（金）までとなっております。
　申告・納付がお済みでない場合は速やかに手続きをお願いいたします。

問合せ先：三重労働局総務部労働保険徴収室（059-226-2100）

●労働保険の電子申請手続きは「e-Gov」(https://shinsei.e-gov.go.jp/)
　行うことができます。

●労働保険関係手続（一部手続を除く）は、GビズＩDを利用して手続き
　することができます。

●電子申請未利用事業アドバイザーが、無料で初期設定の不安や
　不明点を解消します！

●厚生労働省HP「労働保険関係手続の電子申請について」をご覧ください。
　・電子申請未利用事業アドバイザー事業
　・労働保険の電子申請説明動画
　・労働保険関係手続の電子申請にかかる基本的な流れ
　などを掲載しています。

　労働保険の電子申請が義務付けられている特定法人(※１)は、労働保険年度更新申告書の提出を電子
申請で行うことが義務化されています。対象となる事業主に対しては、今年度（令和８年度）の年度更
新から申告書を送付していません。電子申請にて申告してください。
（※１）・資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が１億円を超える法人
　　　　・相互会社（保険業法）
　　　　・投資法人（投資信託及び投資法人に関する法律）
　　　　・特定目的会社（資産の流動化に関する法律）

電子申請手続e-Gov

労働保険関係手続の
電子申請について

労働保険電子申請
イメージキャラクター
ペパレス執事

令和 8年 7月 1日第 212号
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労働者・事業主の皆さまへ

パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、
「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されました。
雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます！ 【パート・有期法施行規則】

パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります
（令和８年10月１日施行）

パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります
（令和８年10月１日施行）

1

「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます！ 【告示】2

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに
「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります（違反した者
は10万円以下の過料に処されます）。

雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります！ 【告示（雇用管理指針）】3
パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパート・有期雇用労働者との間で待遇差がある
場合、事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、①待遇差の内容や理由、
②法第６条から第13条までの措置を講じるに当たって考慮した事項を説明しなければなりま
せん。説明に当たっては、次の点に留意しましょう。

パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内の正社員とパートタイム・有期雇用
労働者との間で、待遇（基本給や各種手当、福利厚生など）について不合理な差を設
けることを禁止しています（いわゆる「同一労働同一賃金」）。
「同一労働同一賃金ガイドライン」は、どのような待遇差が不合理なのかについて、
考え方や具体例などを示したものです。
今般、ガイドラインに新たに追加された内容は、下記のとおりです

□昇給の有無
□退職手当の有無
□賞与の有無
□相談窓口
□待遇の相違等に関する説明を
　求めることができる旨

現行の
明示事項

新たな
明示事項

改正後の
モデル労働条件
通知書はこちら

改正後の
ガイドラインについて
詳しくはこちら

https://www.mhlw.go.jp/
content/
11650000/000815925.pdf

〈新たに追加された内容〉

〈賞与・退職手当〉

・賞与（記載の充実）
・退職手当（新規追加）
・無事故手当（新規追加）

・家族手当（新規追加）
・住宅手当（新規追加）
・福利厚生施設（記載の充実）

・病気休職（記載の充実）
・夏季冬季休暇（新規追加）
・褒賞（新規追加）

〈住宅手当〉 〈夏季冬季休暇〉

PICK　UP！
自社の状況が

ガイドライン等の内容
に沿ったものになって
いるか確認して
みましょう。

就業規則の整備等の労務管理に
関するお問い合わせは
働き方改革推進支援センターへ

同一労働同一賃金に関するお問い合わせは
三重労働局雇用環境・均等室へ
〒514-8524  津市島崎町327番2　津第2地方合同庁舎2階
☎059－226－2318　受付時間 8:30～17:15（土日・祝日・年末年始を除く）

その他の改正内容や上記の内容の詳細については同一労働同一賃金特集ページへ

｝
｝

賞与・退職手当の目的には、労務の対価の後払い、功労報償等の様々
な目的が含まれます。
これらの目的が妥当するにもかかわらず、パートタイム・有期雇用労
働者に対し、正社員との間の職務の内容等の違いに応じた均衡のとれ
た内容を支給しない場合、不合理と認められる可能性があります。

パートタイム・有期雇用労働者にも、
正社員と同一の夏季冬季休暇を付与し
なければなりません。

住宅手当が「転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給される
もの」である場合、正社員と同一の転居を伴う配置の変更があ
るパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の住宅手
当を支給しなければなりません。

●「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付す
る等の方法」のいずれかにより説明しましょう。

●「資料を活用し、口頭により説明する方法」による場合には、説明に活用した資料等を交付することが望ましいです。
● 資料を交付することが困難な場合であっても、事後に求めがあったときは当該資料を閲覧させる等の工夫をするよう努
めましょう。

労 基 み え ⑻令和 8年 7月 1日第 212号

事業主の皆さまへ

雇用を維持する事業主のみなさまへ

雇用調整助成金のご案内

支援策の詳細はHPをチェック

の支援策の支援策
厚生労働省は事業主の皆さまの賃上げを支援しています厚生労働省は事業主の皆さまの賃上げを支援しています

厚生労働省は事業主の皆さまの賃上げを支援しています厚生労働省は事業主の皆さまの賃上げを支援しています

賃金引き上げ賃金引き上げ賃金引き上げ賃金引き上げ

厚生労働省HP
「賃上げ」支援助成金パッケージ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku
nitsuite/bunya/package_00007.html （R8.4）

景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由で事業活動の縮小
を余儀なくされた事業主が、一時的に休業や教育訓練等を行って労働者
の雇用の維持を図る場合に休業手当、教育訓練・出向中の賃金の一部を
助成します

雇用保険適用事業所が雇用保険被保険者に対して実施する休業
最近３か月の生産量等の生産指標が前年同期と比べて１０％以上減少
最近３か月の雇用保険被保険者数等の月平均値が
前年同期と比べ、一定規模以上増加していない
実施する休業等が労使協定に基づいた休業等の実施

詳
細
は
雇
用
調
整

助
成
金
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
を
ご
確
認

く
だ
さ
い

主な支給要件

休業手当、教育訓練・出向中の賃金に対する助成率、助成額

休業手当、教育訓練・
出向中の賃金に対して

※支給日数は助成対象となる休業等延日数を雇用保険被保険者数で除した値
※支給日数の上限は１年100日、3年150日
※助成率に関わらず対象労働者１人あたり日額8,870円が上限（令和７年８月１日現在）

支給日数30日経過後の次の申請分から
休業・教育訓練のうち教育訓練実施率が

中小企業 大企業 教育訓練実施時加算

2/3 1/2 + 1,200円

1/2
2/3

1/4
1/2

+
+

1,200円
1,800円

10％未満

20％未満
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労働者・事業主の皆さまへ

パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、
「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されました。
雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます！ 【パート・有期法施行規則】

パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります
（令和８年10月１日施行）

パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります
（令和８年10月１日施行）

1

「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます！ 【告示】2

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに
「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります（違反した者
は10万円以下の過料に処されます）。

雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります！ 【告示（雇用管理指針）】3
パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパート・有期雇用労働者との間で待遇差がある
場合、事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、①待遇差の内容や理由、
②法第６条から第13条までの措置を講じるに当たって考慮した事項を説明しなければなりま
せん。説明に当たっては、次の点に留意しましょう。

パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内の正社員とパートタイム・有期雇用
労働者との間で、待遇（基本給や各種手当、福利厚生など）について不合理な差を設
けることを禁止しています（いわゆる「同一労働同一賃金」）。
「同一労働同一賃金ガイドライン」は、どのような待遇差が不合理なのかについて、
考え方や具体例などを示したものです。
今般、ガイドラインに新たに追加された内容は、下記のとおりです

□昇給の有無
□退職手当の有無
□賞与の有無
□相談窓口
□待遇の相違等に関する説明を
　求めることができる旨

現行の
明示事項

新たな
明示事項

改正後の
モデル労働条件
通知書はこちら

改正後の
ガイドラインについて
詳しくはこちら

https://www.mhlw.go.jp/
content/
11650000/000815925.pdf

〈新たに追加された内容〉

〈賞与・退職手当〉

・賞与（記載の充実）
・退職手当（新規追加）
・無事故手当（新規追加）

・家族手当（新規追加）
・住宅手当（新規追加）
・福利厚生施設（記載の充実）

・病気休職（記載の充実）
・夏季冬季休暇（新規追加）
・褒賞（新規追加）

〈住宅手当〉 〈夏季冬季休暇〉

PICK　UP！
自社の状況が

ガイドライン等の内容
に沿ったものになって
いるか確認して
みましょう。

就業規則の整備等の労務管理に
関するお問い合わせは
働き方改革推進支援センターへ

同一労働同一賃金に関するお問い合わせは
三重労働局雇用環境・均等室へ
〒514-8524  津市島崎町327番2　津第2地方合同庁舎2階
☎059－226－2318　受付時間 8:30～17:15（土日・祝日・年末年始を除く）

その他の改正内容や上記の内容の詳細については同一労働同一賃金特集ページへ

｝
｝

賞与・退職手当の目的には、労務の対価の後払い、功労報償等の様々
な目的が含まれます。
これらの目的が妥当するにもかかわらず、パートタイム・有期雇用労
働者に対し、正社員との間の職務の内容等の違いに応じた均衡のとれ
た内容を支給しない場合、不合理と認められる可能性があります。

パートタイム・有期雇用労働者にも、
正社員と同一の夏季冬季休暇を付与し
なければなりません。

住宅手当が「転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給される
もの」である場合、正社員と同一の転居を伴う配置の変更があ
るパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の住宅手
当を支給しなければなりません。

●「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付す
る等の方法」のいずれかにより説明しましょう。

●「資料を活用し、口頭により説明する方法」による場合には、説明に活用した資料等を交付することが望ましいです。
● 資料を交付することが困難な場合であっても、事後に求めがあったときは当該資料を閲覧させる等の工夫をするよう努
めましょう。
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◆４月２０日　監事による令和７年度事業の業務・会計監査
を実施
　令和7年度決算の完了等に伴い監査が実施されました。
◆４月２３日　令和8年度安全衛生セミナー（衛生管理者の
集い）を開催
　津フェニックスビル６階講習会場において、80名の参加者
を得て盛会裏に終了いたしました。
◆４月２４日　令和8年度第１回労働災害防止等関係団体会
議に出席
　三重労働局が主催し県内災防団体等をメンバーとする同会
議に専務理事・事務局長が出席し、三重県産業安全衛生大会
等について共催団体間の打ち合わせを行いました。
◆４月３０日　中部安全衛生技術センターとの連絡会議に出席
　本年１０月4日に三重県総合文化センターで行われる、労
働安全衛生法に基づく免許試験（三重地区特別出張試験）の
実施に向けて、同センターと当連合会を始めとする協力団体
等との連絡会議に出席しました。
◆４月３０日　地区労働基準協会との業務連絡会議を開催
　地区労働基準協会との業務連絡会議を開催し、共催事業で
ある三重県産業安全衛生大会など連合会事業について説明す
るとともに、ご意見をいただきました。

◆５月７日　令和8年度第１回通常理事会を開催
　令和8年度定時総会への提出議題、令和7年度公益目的支出
計画実施報告書等を議題として通常理事会を開催しました。
◆５月１５日～２２日　各地区労働基準協会総会に出席
　15日から22日にかけ、各地区労働基準協会の総会が行わ
れ、事務局が会長代理として出席しました。
◆５月２６日　令和8年度定時総会・令和8年度第２回通常
理事会を開催～新役員を選出
　全会員出席のもと、令和8年度定時総会が開催され、令和7
年度事業報告・決算報告が原案どおり承認されるとともに、
令和8年度事業計画・収支予算を報告しました。また、理
事・監事の改選について審議し、新役員を決定しました。令
和8年度の役員は次の皆様方になります。

（令和 8年 4月～ 6月）連合会活動日誌

山﨑　計（新代表理事・会長）　川瀬将昭（新理事・副会長）
山﨑長徳（理事・副会長）　　　田端英明（理事・副会長）
山本重雄（理事）　　高野正徳（理事）　田中克典（新理事）
黄瀬　稔（理事）　　浜田𠮷司（理事）　木本啓輔（理事）　
小谷久浩（理事）　　益満　亮（理事）　岡田元晴（理事）　　
河原秀年（新理事）　森　輝重（専務理事）
渡邉一陽（監事）　　廣田　裕（監事）

労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」から
電子申請ができます

具体的な使い方は、ウェブサイトに掲載の利用案内をご確認ください

法令制度に関するお問い合わせは、三重労働局監督課（０５９－２２６－２１０６）
または最寄りの労働基準監督署までお願いします。

https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support_1.html

ポイント 内容の異なる協定等の一括届出機能11
e-Gov電子申請では、協定等の内容が本社と異なる場合、事業場の数だけ別々に届出作業を行う必要がありま
すが、このポータルサイトを使えば、協定等の内容が同一の事業場ごとにまとめて届出作業を行うことがで
き、また、作成した数種類の内容の異なる届出を一括して届け出ることができます。

ポイント 本社一括届出のＣＳＶファイル自動作成機能　

　

22
e-Gov電子申請では、本社一括届出を行う際は「対象事業場一覧作成ツール」を用いて作成したＣＳＶファイ
ルを添付いただく必要がありますが、このポータルサイトを使えば、ポータルサイト上で入力した内容をもと
に自動的にCSVファイルが作成・添付されます。

ポイント 届出先の労働基準監督署の自動選択機能33
e-Gov電子申請では、事業場の所轄労働基準監督署を検索して、届出先を確認する必要がありましたが、この
ポータルサイトを使えば、事業場の所在地情報を入力するだけで、所轄労働基準監督署が自動選択されますの
で、届出先誤りを防止することができます。

ポイント 次回届出時のリマインド・複写機能44
36協定届と1年変形届については、協定の有効期間が満了する30日前に、登録されたメールアドレスあてにリ
マインドメールを送信します。また、e-Gov電子申請では、次回届出時には一から届出作業を行う必要があり
ますが、このポータルサイトを使えば、前回届出時の内容を複写して初期表示し、変更点のみ修正して届け出
ることができます。
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養
成
講
習
・
特
別
教
育
・
研
修
等

7 月31日

8 月 6 日～ 7日

7月 9日～10日

9 月17日～18日

10月27日～28日

7 月15日～17日

7 月28日～29日

7 月30日

9 月15日

7 月31日

8 月25日

9 月16日

10月23日

10月15日

9 月11日

8 月26日～28日

10月 7 日～ 9日

津フェニックスビル6階講習会場

津フェニックスビル6階講習会場

津フェニックスビル6階講習会場

津フェニックスビル6階講習会場

津フェニックスビル6階講習会場

ＮＤＳソリューション（四日市）

津フェニックスビル6階講習会場

鈴鹿地域職業訓練センター

津フェニックスビル6階講習会場

鈴鹿地域職業訓練センター

津フェニックスビル6階講習会場

津フェニックスビル6階講習会場

津フェニックスビル6階講習会場

津フェニックスビル6階講習会場

津フェニックスビル6階講習会場

津フェニックスビル6階講習会場

津フェニックスビル6階講習会場

講習会（養成講習、特別教育、研修等）予定
種　　　　　別 実施月日 会　　　場 受講費用

衛 生 推 進 者 養 成 講 習

安 全 管 理 者 選 任 時 研 修

化 学 物 質 管 理 者 講 習（ 製 造 ）

化 学 物 質 管 理 者 講 習（ 取 扱 ）

化 学 物 質 管 理 者 講 習（ 取 扱 ）

保 護 具 着 用 管 理 責 任 者 教 育

保 護 具 着 用 管 理 責 任 者 教 育

保 護 具 着 用 管 理 責 任 者 教 育

保 護 具 着 用 管 理 責 任 者 教 育

マスクフィットテスト実施者養成研修

リスクアセスメント実務研修（中災防と協力）

（１）原則として、講習予定日の２か月前の月の初営業日から、当連合会のホームページに募集案内、申込書等をアップ（ダウンロード可能）し、申込みを受け付けます。なお、
募集開始以降は、ご要望によりFAXによる案内・申込書の送付もいたします。           

（２）申込みについては、当連合会ホームページからインターネットやFAXによりお申し込みください。
　　　一部の講習会の募集について、受付開始後すぐに満席により受付終了する場合があります。
　　　〈FAX申込の方〉
　　　入金前に電話にて受付状況を確認願います。受付開始直後は回線が混み合います。送信完了後、しばらく経ってからご連絡ください。
　　　〈Web申込の方〉
　　　自動送信の「講習申込仮予約確認」メール受信を確認のうえ、入金ください。
　　　※受付前及び満席後の入金は返金対応となりますのでご注意ください。受付できない場合は、当連合会より順次ご連絡いたします。
（３）受講費用は消費税・テキスト代を含んでいます。消費税・テキスト代が変更された場合には改定することがありますのでご了解ください。
（４）県内の各地区労働基準協会の会員事業場と一般事業場（非会員）で一部の受講料が異なります。上記受講料は会員事業場向けとなっています。一般事業場（非会員）は、

連合会のホームページで受講費用をご確認ください。個人でお申込みの場合は【一般事業場（非会員）】となりますので、ご留意願います。     
 

第 １ 種 衛 生 管 理 者
免 許 試 験 受 験 準 備 講 習

第 １ 種 衛 生 管 理 者
免 許 試 験 受 験 準 備 講 習

産 業 用 ロボット教 示 等 業 務
特 別 教 育
産 業 用 ロボット教 示 等 業 務
特 別 教 育
産 業 用 ロボット教 示 等 業 務
特 別 教 育
産 業 用ロボット業 務 特 別 教 育
（ 検 査 ・ 教 示 ）

11,000円

14,960円

20,130円

20,130円

20,130円

35,750円

29,040円

17,160円

17,160円

19,800円

19,800円

19,800円

19,800円

22,110円

31,680円

23,980円

23,980円

・（講演）
 「化学物質の自律的管理の取り組み
　　～胆管がん問題を教訓に～」 
  （（株）SANYO-CYP）

・（講演）
「日東電工（株）豊橋事業所における
　安全衛生管理に関して」
（日東電工（株））　　

・（講演）
「化学物質のばく露を見える化
　する」
　（中央労働災害防止協会）

・（質疑応答の様子）　　

「令和８年度安全衛生セミナー（衛生管理者の集い）」（令和８年４月２３日（木）１３：００～１７：００）
ありがとうございました。多数のご参加をいただき、盛会裏に終了いたしました。

「熱中症予防に関する安全衛生活動の徹底について」
三重労働局渡辺局長から連合会山﨑会長に協力要請がありました
要請内容につきましては、連合会ホームページをご覧ください。

連合会からのお知らせ連合会からのお知らせ



9 月 3 日～ 4日

9月 1日～ 2日

7月 7日～ 8日

7月16日～17日

8 月 6 日～ 7日

9月 8日～ 9日

10月 8 日～ 9日

10月29日～30日

7 月14日～15日

7 月21日～22日

8 月 4 日～ 5日

8月18日～19日

9 月 1 日～ 2日

9月24日～25日

10月 6 日～ 7日

10月27日～28日

8 月13日～14日

10月13日～14日

9 月29日～30日

7 月 2 日～ 3日

9月 3日～ 4日

10月29日～30日

7 月22日～24日

8 月19日～21日

9 月 9 日～11日

10月14日～16日

9 月25日～26日

10月24日～25日

鈴鹿地域職業訓練センター

近 鉄 百 貨 店 四 日 市 店

近 鉄 百 貨 店 四 日 市 店

鈴鹿地域職業訓練センター

鈴鹿地域職業訓練センター

近 鉄 百 貨 店 四 日 市 店

近 鉄 百 貨 店 四 日 市 店

近 鉄 百 貨 店 四 日 市 店

鈴鹿地域職業訓練センター

近 鉄 百 貨 店 四 日 市 店

北勢自動車協会（四日市）

北勢自動車協会（四日市）

北勢自動車協会（四日市）

北勢自動車協会（四日市）

ポリテクセンター三重（四日市）

当連合会ホームページから「インターネット申込」が便利です。

令和8年7月～10月の講習会（技能講習）予定

種　　　　　別 実施月日 会　　　場 受講費用

１４,７４０円

１４,８５０円

１４,８５０円

１４,８５０円

１４,８５０円

１４,８５０円

１４,８５０円

１４,８５０円

１４,８５０円

１４,８５０円

１４,８５０円

１４,８５０円

１４,８５０円

１４,８５０円

１４,８５０円

１４,８５０円

１４,１９０円

１４,１９０円

４９,２８０円

４９,２８０円

４９,２８０円

４９,２８０円

２２,１１０円

２２,１１０円

２２,１１０円

２２,１１０円

１７,９３０円

１７,９３０円
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プレス機械作業主任者技能講習

乾燥設備作業主任者技能講習

有機溶剤作業主任者技能講習

有機溶剤作業主任者技能講習

有機溶剤作業主任者技能講習

有機溶剤作業主任者技能講習

有機溶剤作業主任者技能講習

有機溶剤作業主任者技能講習

有機溶剤作業主任者技能講習

有機溶剤作業主任者技能講習

石 綿 作 業 主 任 者 技 能 講 習

石 綿 作 業 主 任 者 技 能 講 習

建築物石綿含有建材調査者講習

工 作 物 石 綿 事 前 調 査 者 講 習

工 作 物 石 綿 事 前 調 査 者 講 習

工 作 物 石 綿 事 前 調 査 者 講 習

ガ ス 溶 接 技 能 講 習

ガ ス 溶 接 技 能 講 習

高 所 作 業 車 運 転 技 能 講 習
免除なし4 5 , 3 2 0 円
１号免除3 8 , 8 3 0 円
２号免除4 0 , 9 2 0 円

技

　
　
　
　
　能

　
　
　
　
　講

　
　
　
　
　習

特定化学物質及び四アルキル鉛等
作 業 主 任 者 技 能 講 習
特定化学物質及び四アルキル鉛等
作 業 主 任 者 技 能 講 習
特定化学物質及び四アルキル鉛等
作 業 主 任 者 技 能 講 習
特定化学物質及び四アルキル鉛等
作 業 主 任 者 技 能 講 習
特定化学物質及び四アルキル鉛等
作 業 主 任 者 技 能 講 習
特定化学物質及び四アルキル鉛等
作 業 主 任 者 技 能 講 習

酸 素 欠 乏 ・ 硫 化 水 素 危 険
作 業 主 任 者 技 能 講 習
酸 素 欠 乏 ・ 硫 化 水 素 危 険
作 業 主 任 者 技 能 講 習
酸 素 欠 乏 ・ 硫 化 水 素 危 険
作 業 主 任 者 技 能 講 習
酸 素 欠 乏 ・ 硫 化 水 素 危 険
作 業 主 任 者 技 能 講 習

津フェニックスビル6階講習会場
【 修 了 証 　 当 日 発 行 】
津フェニックスビル6階講習会場
【 修 了 証 　 当 日 発 行 】
津フェニックスビル6階講習会場
【 修 了 証 　 当 日 発 行 】

津フェニックスビル6階講習会場
【 修 了 証 　 当 日 発 行 】

津フェニックスビル6階講習会場
【 修 了 証 　 当 日 発 行 】

津フェニックスビル6階講習会場
【 修 了 証 　 当 日 発 行 】

津フェニックスビル6階講習会場
【 修 了 証 　 当 日 発 行 】

津フェニックスビル6階講習会場
【 修 了 証 　 当 日 発 行 】
津フェニックスビル6階講習会場
【 修 了 証 　 当 日 発 行 】
津フェニックスビル6階講習会場
【 修 了 証 　 当 日 発 行 】
津フェニックスビル6階講習会場
【 修 了 証 　 当 日 発 行 】

津フェニックスビル6階講習会場
【 修 了 証 　 当 日 発 行 】

トラック協会尾鷲研修センター
伊 藤 工 作 所（ 尾 鷲 ）

津 フ ェ ニ ッ ク ス ビ ル
中部電力中勢配電訓練所（美里）

養成講習、特別教育等については前頁に記載。
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10月20日～21日
22日・23日  


